
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工
　鋳鉄管布設工 φ250 43.2m 　鋳鉄管布設工 φ250 46.4m
　鋳鉄管布設工 φ350 165.6m 　鋳鉄管布設工 φ350 169.7m

材料 材料
　GX 直管 φ250 9本 　GX 直管 φ250 10本
　GX 二受T字管 φ250×φ100 1個 　GX 二受T字管 φ250×φ100 2個

　　 　GX 曲管 φ350×45° 2個 　GX 曲管 φ350×45° 6個
　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ350 7個 　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ350 16個
　K 直管 φ350 - 　K 直管 φ350 1本
　GX 両受曲管 φ350×45° - 　GX 両受曲管 φ350×45° 4個
　K 曲管 φ350×11 1/4° - 　K 曲管 φ350×11 1/4° 1個

土工 土工
　舗装切断工 19cm 97m 　舗装切断工 19cm 110m
　舗装版破砕 15cm～40cm以下 9㎡ 　舗装版破砕 15cm～40cm以下 40㎡
　掘削積込 BH0.28㎥ 250㎥ 　掘削積込 BH0.28㎥ 310㎥
　砂質土埋戻し BH0.28㎥ 160㎥ 　砂質土埋戻し BH0.28㎥ 200㎥
　発生土処理 250㎥ 　発生土処理 310㎥
　路盤工 上層路盤 42cm 10㎡ 　路盤工 上層路盤 42cm 41㎡
　舗装工 7cm 10㎡ 　舗装工 7cm 41㎡

試験掘り工 試験掘り工
　市舗装道 1箇所 　市舗装道 2箇所
　県舗装道 1箇所 　県舗装道 4箇所
　歩道 - 　歩道 2箇所

5　変更理由
　請負契約締結後、既設埋設物の竣工図に疑義が生じたこと及び、県道道路管理者から既設
配水管の詳細を確認する旨の指示を受けたため、関連する箇所で試験掘り工を追加する。
　試験掘り工の結果より、当初設計の配管では他企業埋設物（県水管）が支障となることが判明
し、配管を変更する必要が生じたため、関連する材料及び土工を変更する。また、配管変更に
伴い鋳鉄管布設工の延長を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年5月12日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円73,407,400 75,515,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

菅谷地内（県道上尾久喜線、外4路線）配水管布設工事

上尾市大字菅谷地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


